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一
に
つ
い
て

土
地
家
屋
調
査
士
の
法
人
化
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
共
同
化
が
図
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
業
務
の
分
業
化
、
専
門
化
が
進
み
、

利
用
者
に
質
の
高
い
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
、
担
当
者
に
事
故
等
の
事
由
が
生
じ
て
も
、

引
き
続
き
法
人
の
他
の
社
員
に
よ
っ
て
事
務
が
処
理
さ
れ
る
の
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
安
定
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

が
、
法
人
の
社
員
で
あ
る
土
地
家
屋
調
査
士
に
と
っ
て
は
、
法
人
が
そ
の
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
連
帯
し
て
そ
の
弁
済
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
個
人
と
し
て
の
責
任
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

御
指
摘
の
今
後
の
法
人
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
や
土
地
家
屋
調
査
士
の
業
務
の
実
態
を
踏
ま
え
つ

つ
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

土
地
の
筆
界
に
関
す
る
一
定
の
民
間
紛
争
解
決
手
続
の
代
理
業
務
（
以
下
「
民
間
紛
争
解
決
手
続
代
理
関
係
業
務
」
と
い

う
。
）
は
、
土
地
家
屋
調
査
士
が
従
来
か
ら
行
っ
て
い
る
業
務
で
あ
る
不
動
産
の
表
示
に
関
す
る
登
記
の
申
請
手
続
に
つ
い

て
の
代
理
業
務
等
と
は
異
な
り
、
対
立
す
る
当
事
者
で
あ
る
相
手
方
の
主
張
や
手
続
の
進
行
に
応
じ
て
適
切
に
主
張
・
立
証

一



等
を
行
う
能
力
を
も
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
土
地
家
屋
調
査
士
試
験
制
度
と
は
別
に
、
民
間
紛
争
解
決
手
続
代
理
関
係
業

務
を
遂
行
す
る
能
力
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
、
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
の
修
了
及
び
法
務
大
臣
に
よ
る
認
定
を
必
要

と
す
る
制
度
を
設
け
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
両
制
度
を
統
合
す
る
よ
う
な
試
験
制
度
全
体
の
改
革
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
統
合
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト

及
び
デ
メ
リ
ッ
ト
、
土
地
家
屋
調
査
士
の
業
務
の
実
態
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
民
の
権
利
擁
護
の
観
点
か
ら
慎
重
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
は
、
「
地
域
主
権
戦
略
大
綱
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
中
の
「
国
の
出

先
機
関
」
に
該
当
す
る
。

三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
「
地
域
主
権
戦
略
大
綱
」
に
従
っ
て
、
地
域
主
権
戦
略
会
議
の
事
務
・
権
限
仕
分
け

の
結
果
を
踏
ま
え
、
個
々
の
出
先
機
関
の
事
務
・
権
限
の
地
方
移
譲
等
の
取
扱
方
針
及
び
そ
の
実
現
に
向
け
た
工
程
や
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
並
び
に
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
（
仮
称
）
」
を
年
内
目
途
に
策
定
す

二



る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
策
定
過
程
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


